
現 場 説 明 書 

委託名  市道排水溝等清掃（収集運搬）業務委託（南区） 

１．配布図書 
契約条件になるもの 

■ 設計積算書（表紙）     １式       ■ 位置図            １式  
■ 契約単価算出表       １式       ■ 現場説明書          １式  
■ 仕様書           １式      ■  土木工事仕様書等一覧（※１） １式 
※１ 土木工事仕様書等は市ホームページに掲載されています。 

    (掲載先)トップページ≫市政情報≫まちづくり・環境≫公共工事の技術・積算 
契約条件にならないもの 

■ 積算参考図書       １式  
・予定数量及び単価比率表 
・設計積算書の単価表まで 

２．入札価格及び契約方法 
（１）入札価格 

入札価格は、契約単価算出表の基準工種（No.1 側溝清掃工（0.125 ㎡未満））の経費を含んだ単位

あたりの単価（ただし、消費税を除く。）です。 
（２）契約の方法 

この契約は、単価契約です。各工種の単価は、基準工種の入札価格を１００％として、契約単価

算出表の比率により算出し、円止めとします。また、契約にあたっては、概算設計金額（消費税を

含む。）に落札率を掛けたもの（以下｢発注上限額｣という。発注上限額は万円止めとします。）の１

０分の１以上の契約保証金を納付し、契約単価表を付して契約を行うものです。ただし、契約規則

第３４条のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができま

す。また、契約規則第３５条のいずれかに該当する場合には、契約保証金に代わる担保が行われた

ものとします。なお、発注上限額は指示の限度額であり、確定金額ではありません。そのため、本

市の都合により、指示書に基づく契約金額の合計額が、発注上限額に満たない場合が生じても、異

議の申出又は損害賠償の請求をすることはできません。 
 

３．施工の条件明示 
 ・指示順の着手とします。 
 ・交通誘導警備員は、施工箇所ごとに適時配置してください。 

・雨水桝清掃時には、取付管の清掃も行います。 
 ・残土回収の袋数が確認できるよう写真を撮影してください。必要に応じ監督員が立会います。 

・数値基準については、土木工事数量算出要領（案）の数値計算の単位及び数位により表示してく

ださい。総数量は整数止め（小数点以下 1 位切捨て）とします。 
  ・1 施工箇所当りの規模としては、請負金額で概ね 100 万円以下とします。 
 

相模原市都市建設局道路部 



市道排水溝等清掃(収集運搬)業務委託（南区）仕様書 

 

 

総  則 

１ この仕様書は、市が発注する市道排水溝等清掃(収集運搬)業務委託（南

区）に適用する。 

２ この仕様書に定めのない事項は、相模原市土木工事共通仕様書を適用する。  

関係法規の遵守  

受注者は、業務の遂行に当たって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ

の他関係法令を遵守するものとする。 

指示及び施工 

１ 受注者は、監督員と十分協議し、その指示により業務にあたらなければな

らない。指示は、指示書にて行うものとする。 

２ 産業廃棄物(汚泥)の収集開始から、運搬の目的地における荷下ろし作業の

完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。 

３ 受注者は、使用機材等の搬入、搬出及び施工等にあたり、現場若しくは周

辺の路面を損傷、あるいは汚損することのないよう務めるとともに、第三者

に損害を与えることのないよう十分注意しなければならない。 

４ 収集した産業廃棄物(汚泥)の積替えを行わない。 

５ 日々の施工予定及び完了を監督員に報告するものとする。 

６ 契約工種以外の工種については、その施工内容が契約工種と類似している

と判断される場合は、類似工種として次のとおり契約工種に数量換算するこ

とができる。  
 換算数量={特殊工種 (設計 )単価÷類似している契約工種 (設計 )単価｝×施工数量  
安全管理 

施工中は作業、交通等の安全確保に務め、必要に応じて交通誘導警備員等を

配置するものとする。 

また、万一事故等が発生したときは速やかに適切な措置を講じ、監督員に報

告しなければならない。 

関係書類及び完了 

１ 受注者は、業務に必要な許可証等の写しを提出すること。なお、許可事項

に変更があったときは、速やかにその旨を通知するとともに、変更後の許可

証等の写しを提出すること。 

２ 受注者は、業務完了後、速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を業

務完了届に添付し提出すること。 

３ 完了は、指示書の期間内において、完了した数量の集計書をもって、指示

部分の完了とする。完了の確認は、書類・写真又は現場確認により行う。 

４ 受注者は、指示部分の完了時に業務完了届(指示部分)及び集計書、写真(着

手前、作業状況、完了)の書類を提出すること。 

疑義の解決 

その他、設計図書、仕様書等に定めのない事項及び疑義については速やかに

監督員と協議し、その指示によらなければならない。 



土木工事仕様書等一覧 

 

本業務において適用する仕様書等は相模原市が発行した次のものです。 

 

土木工事共通仕様書   平成２５年４月改定 

土木工事共通特記仕様書 令和 ８年４月改訂 

土木工事施工管理基準  平成２６年４月改定 

土木工事写真管理基準  平成２６年４月改定 

 

令和８年４月現在 


